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第４次鳥取県男女共同参画計画（素案）に対する意見募集結果の概要 

 

１ パブリックコメントの募集等 
（１）募集期間 平成２８年６月８日（水）から６月３０日（木）まで 

（２）周知方法 ・ホームページへの掲載 

        ・県庁県民課、各総合事務所地域振興局、日野振興局、東部・八頭庁舎、鳥取県男女共同参画セン
ターよりん彩及び県立図書館並びに各市町村役場窓口における概要チラシの配架 

        ・報道機関への資料提供 

        ・新聞広告の掲載 

（３）受付意見数 １３件（７人） 

 

２ 主な意見の内容とそれに対する考え方 

（１）計画に反映 

項目 意見概要 考え方 

働き方 子育てしながらの転勤は、子育て、教育面か

らも問題がある。地域限定での採用が女性の

雇用には必要ではないか。地域限定での働き

方も女性にとっては必要だと思う。仕事と子

育て、介護の両立ができる事がこれからは必

要。 

計画では、長時間労働等の働き方の見直し、多

様な働き方の普及及び子育て・介護支援の充実

により仕事と家庭が両立できる環境整備に取

り組んでいくこととしています。地域限定の働

き方については、多様な働き方の例示として記

載します。 

企業子宝率 「企業子宝率」というのがよくわからない。

会社が率先してこうしたことをすると、子ど

もをもつことが叶わない方の居場所がなくな

るように感じる。 

「企業子宝率」の説明を記載します。 

計画では、長時間労働等の働き方の見直しを働

きかけるなど、子どもの有無、子育て中である

か否かにかかわらず、男女ともに働きやすい職

場環境づくりを目指し取り組んでいくことと

しています。 

健康 禁煙と受動喫煙の危害防止は重要。男性はも

ちろん、女性の喫煙及び受動喫煙によって、

著しい健康被害が生じるため、女性を喫煙及

び受動喫煙から守ることを強調していただき

たい。 

計画では、健康づくりの推進の一環として、喫

煙・受動喫煙に取り組んでいくこととしていま

す。具体的施策において、「禁煙、受動喫煙」

への取組とわかるように修正します。 

妊娠・出産 地域のつながりの希薄さにより、産後の女性

や家族が孤立化し、孤独な育児環境に置かれ

ている。妊娠・出産に対する支援として、「産

後の女性への支援（産後ケア等）」に取り組ん

でほしい。 

計画では、妊娠期から子育て期にわたる様々な

支援ニーズに対応した総合的相談支援と各種

の支援サービスへつなぐワンストップ拠点「子

育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボ

ラ）」の整備を進め、産後支援に取り組んでい

くこととしています。具体的施策において、「産

後支援」への取組とわかるように修正します。 

 

②計画に盛り込み済み 

項目 意見概要 考え方 

働き方 男女共同参画の推進は、家庭や地域からの変

革というよりは企業の中での構造改革を推進

することや、女性の産み育てる環境を整備し

ていくこと、働き方の改善を進めてもらいた

い。 

計画では、長時間労働等の働き方の見直し、多

様な働き方の普及及び子育て・介護支援の充実

により仕事と家庭が両立できる環境整備に取

り組んでいくこととしています。 

貧困 非正規雇用等で働く女性が多く、制度の恩恵

を受けられないまま、貧困の中で苦しい生活

計画では、非正規から正規への転換の促進など

雇用の質の向上、女性の就業支援及び子どもの
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をしている女性や子どものことを考えてほし

い。 

貧困対策の推進に取り組んでいくこととして

います。 

審議会 審議会等への女性の割合がまだ低いようで

す。公募枠のある審議会等で全体の１割程度

とも聞きました。各団体（民間）代表者は大

半が男性であることも考え、公募枠のある審

議会を増やす必要があるのではないか。 

県、市町村の審議会等委員に占める女性割合は

全国と比べ高い水準となっていますが、さらに

女性の参画を進めるため、計画では、審議会等

における女性の参画に取り組んでいくことと

しています。また、県民の県政参画を推進する

観点から、鳥取県民参画基本条例に基づき審議

会等委員の公募を進めているところです。 

 

⑤その他 

項目 意見概要 考え方 

鳥取県が目指す

姿 

目指す姿の『「人」として』というのはどうい

う意味か。また、「 」の意味は。 

 

「人」としては、女性、男性という性別ではな

く、そのひと個人としてという意味で、強調す

るためカギ括弧としています。 

重点目標４が全体にそぐわないイメージ。男

女の中には、子どもから高齢者、外国人の方

はいるが広げすぎでは。ここまで広げると逆

に「男女共同参画」とは何かとなりそう。 

目指す姿を「～誰もが活躍できる元気な鳥取

県」としています。様々な困難な状況に置かれ

ている人々が、性別や年齢、障がいの有無等に

かかわらず活躍できるよう、誰もが安心して暮

らせる環境整備を進めるために多様性の視点

から取組を行うものです。 

鳥取県における

男女共同参画の

現状 

仕事と生活の調和に関する希望と現実の表に

ついて、女性は、希望より現実で「家庭生活」

を優先している人の割合が高くなっている

が、これは現実の「家庭生活」というのは、

希望しているような家庭生活ではなく、家

事・育児に追われていると見ればよいか。 

表については、仕事と家庭生活等について、優

先したいと希望する項目と、現実に優先してい

る項目の差を示したものであり、家庭生活の内

容への評価は判断できません。 

健康 喫煙・受動喫煙の対策に向けた取組を提案す

る。 

ご提案いただいた取組については個別施策の

参考とさせていただきます。 

同和問題 部落問題への理解を深めるため、より一層啓

発を推進し複合差別の解消に向けたシステム

づくりをしてほしい。 

人権施策において対応させていただきます。 

相談機関 相談機関の充実。特に女性、子どもの人権に

係わって、身近な所にワンストップの相談と

専門機関へつなげる機能を持つものをつくる

必要があると思う。 

鳥取県男女共同参画センター“よりん彩”の相

談窓口において、男女共同参画に関する様々な

相談やワンストップで各種専門機関につなげ

ています。 

 


